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お知 らせ
え
ぽ
か
子
育
て
支
援
事
業
　
　

「
い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ぼ
う
」
開
催

　
本
宮
市
で
は
、
郡
山
女
子
短
期

大
学
と
の
連
携
事
業
と
し
て
、
子

育
て
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
学
生
の
皆
さ
ん
に
よ

る
オ
ペ
レ
ッ
タ（
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
）、

手
作
り
楽
器
あ
そ
び
、
手
遊
び
、

歌
遊
び
、
ダ
ン
ス
（
ア
ン
パ
ン
マ

ン
マ
ー
チ
）
ほ
か
を
行
い
ま
す
。

　
参
加
は
無
料
で
す
。
お
姉
さ
ん

た
ち
と
一
緒
に
、
楽
し
い
時
間
を

す
ご
し
ま
せ
ん
か
。
た
く
さ
ん
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
日
　
時
　
11
月
27
日
（
土
）

　
　
　
　
午
前
10
時
か
ら

※ 

次
回
は
、
12
月
18
日
（
土
）
に

開
催
し
ま
す
。

◆
場
　
所 

え
ぽ
か
健
康
増
進
広
場

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
え
ぽ
か
　
☎
6
3
―
2
7
8
0

「
第
62
回
人
権
週
間
」　
　
　

　
特
設
人
権
相
談
所
開
設

　
12
月
4
日
か
ら
10
日
ま
で
は
、

「
第
62
回
人
権
週
間
」
で
す
。

　
こ
の
週
間
に
あ
わ
せ
、
本
宮
市

で
も
次
の
と
お
り
「
特
設
人
権
相

談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
、

無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
　
時

　
12
月
6
日
（
月
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

◆
場
　
所
（
2
会
場
で
開
催
）

・
中
央
公
民
館

・
白
沢
公
民
館

　
法
務
省
で
は
、
本
宮
市
を
担
当

す
る
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
次

の
方
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

【
人
権
擁
護
委
員
】

○
小
野
　
進
さ
ん

　
住
所
：
仁
井
田
字
下
ノ
原
40
―
1

　
電
話
：
3
3
―
3
4
9
1

○
清
水
マ
サ
子
さ
ん

　
住
所
：
本
宮
字
万
世
121
―
3

　
電
話
：
3
3
―
3
7
9
8

○
五
十
嵐
住
男
さ
ん

　
住
所
：
本
宮
字
馬
場
74
―
6

　
電
話
：
3
3
―
3
5
8
7

○
伊
藤
　
久
子
さ
ん

　
住
所
：
本
宮
字
上
町
44
―
1

　
電
話
：
3
4
―
2
6
8
5

○
国
分
　
八
重
子
さ
ん

　
住
所
：
糠
沢
字
小
田
部
146

　
電
話
：
4
4
―
3
6
8
3

○
鈴
木
　
哲
弥
さ
ん

　
住
所
：
白
岩
字
寺
内
113

　
電
話
：
4
4
―
3
6
3
2

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
い
じ
め
や

虐
待
、
近
所
の
も
め
ご
と
な
ど
の

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
自
宅
で
の
相
談
に
も
応
じ
て
い

る
ほ
か
、
毎
月
、
次
の
と
お
り
相

談
会
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
毎
月
第
４
水
曜
日 

 

え
ぽ
か
　
☎
3
3
―
2
0
0
6

●
毎
月
15
日
（
土
日
祝
日
は
翌
日
）

　
白
沢
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

 

☎
4
4
―
2
1
3
3

●
相
談
時
間

　
午
前
9
時
〜
11
時
30
分

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を

開
設
し
ま
す

　
全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
の
強
化
週
間
と
し
て
、

D
V
や
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
、
女
性
を

め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い

て
、
電
話
相
談
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

◆
開
設
期
間
・
受
付
時
間

　
11
月
15
日
（
月
）
〜
21
日
（
日
）

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

※ 

た
だ
し
20
日
（
土
）・
21
日
（
日
）

は
、
午
前
10
時
〜
午
後
5
時

◆
相
談
電
話
番
号

　（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

0
5
7
0
―
0
7
0
―
8
1
0

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

 
☎
0
2
4
―
5
3
4
―
1
9
9
4

　これからの市の将来を担う新成人の皆
さんをお祝いし励ますために、次の日程
で「本宮市成人式」を開催します。
　新成人の皆さんは、参加申し込みをお
忘れにならないようお願いします。

◆日　時
　　平成 23 年 1 月 9 日（日）
　　　受　付　午前 9時から
　　　式　典　午前 10 時から
◆場　所
　　サンライズもとみや
◆対象者
　平成 2年 4月 2日～平成 3年 4月 1日
までに生まれた方
◆参加申込
　市内在住（現在住民票が本宮市内にあ
る方）の該当する方には、11 月中頃ま
でに往復はがきでご案内いたします。返
信はがきに必要事項をお書きのうえ投函
してください。
　市内にお住まいでない方は、生涯学習
センターまでお申し込みください。
◆申込締切
　11 月 30 日（火）
◆問い合わせ先
　生涯学習センター　☎ 33－2611

本宮市成人式
参加申し込みをお忘れなく

真心・親切、お客様の足となり日々安全運転！
一般貸切旅客自動車運送業
　　　　小型バスから大型バスまで

〒969－1101　福島県本宮市高木字猫田53－１
0243－34－4450TEL 0243－34－4481FAX

観光・研修会・冠婚葬祭等バスのご用命は

協和交通株式会社

ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。
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生けがきを作りませんか
　本宮市では、緑豊かなまちづくりを進めるため
に、生けがきを設置される方に助成金を補助して
います。
　この助成制度を活用して、生けがきを作ってみ
ませんか。なお、助成を受けたい方は、事前に下
記問い合わせ先までご相談ください。

◆助成額
　1メートルあたり 2,500 円以内（5万円限度）

◆助成条件
① 公衆用道路に面した部分および道路から見通し
のきく部分が 3メートル以上であること。
② 1メートルあたり 3本以上植栽されること。
③ 敷地境界線の一辺に連続して生けがきを設置す
るものであること。
④ 生けがき用樹木は、列状に並び、外部から眺望
できる部分が 50 センチメートル以上あること。
⑤ 5年間以上生けがきとして活用すること。

生けがきを作るために
ブロック塀などを取り壊したい方に

助成します
　生けがき設置の助成にあわせてブロック塀など
の取り壊し助成が受けられます。
　生けがきをつくるために、ブロック塀などを取
り壊す場合は、その工事費を助成します。

◆助成額
　1メートルあたり 5,000 円以内（10 万円限度）

◆問い合わせ先
　建設課　都市計画係（☎内線 146・147）

助　成（5万円以内） 自己負担

りりりり 5,5,5,,,,0000000000 円0 円0 円0 円円円円円5555 000 以以

『
税
に
つ
い
て
の
無
料
相
談
所
』

を
開
設
し
ま
す

　
11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

　
二
本
松
税
務
署
管
内
地
区
税
務

協
議
会
と
東
北
税
理
士
会
二
本
松

支
部
で
は
「
無
料
税
務
相
談
所
」

を
開
設
し
、
日
ご
ろ
税
金
で
悩
ん

で
い
る
問
題
な
ど
に
つ
い
て
解
決

の
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。

　
相
談
に
は
、
税
の
専
門
家
の
税

理
士
が
あ
た
り
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
　
11
月
11
日
（
木
）

 

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

◆
場
所
　
本
宮
市
中
央
公
民
館

 

第
2
研
修
室

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
二
本
松
税
務
署
　
総
務
課

 

☎
２
２
―
１
１
９
２

戦
後
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ

　
シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に

対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
受
付

が
、
平
成
22
年
10
月
25
日
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。

　
対
象
者
の
方
へ
は
、「
独
立
行
政

法
人
平
和
記
念
事
業
特
別
基
金
」

か
ら
請
求
書
類
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
の
で
、
ま
だ
、
お
手
元
に
届

い
て
い
な
い
方
は
、
下
記
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

　
戦
後
強
制
抑
留
者
で
、
平
成
22

年
6
月
16
日
に
日
本
国
籍
を
有

す
る
ご
存
命
の
方

◆
請
求
受
付
期
間

　
平
成
22
年
10
月
25
日

 

〜
平
成
24
年
3
月
31
日

◆
ご
連
絡
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
独
立
行
政
法
人

　
　
平
和
記
念
事
業
特
別
基
金

　
　
　
事
業
部
特
別
給
付
金
担
当

０
５
７
０
―
０
５
９
―
２
０
４

 

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

☎
０
３
―
５
８
６
０
―
２
７
４
８

◆
受
付
時
間

　
平
日
の
午
前
9
時
〜
午
後
6
時

※ 

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
は
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す

〜
ご
参
列
を
お
願
い
し
ま
す
〜

　
祖
国
の
安
泰
と
繁
栄
を
願
い
つ

つ
、
戦
火
に
殉
じ
た
戦
没
者
お
よ

び
戦
時
災
害
死
没
者
を
追
悼
し
、

そ
の
め
い
福
と
平
和
を
願
う
た
め
、

戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。

◆
日
時 

11
月
18
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
10
時
　
開
式

◆
場
所
　
白
沢
公
民
館

◆
問
い
合
わ
せ
先

•
社
会
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

 

☎
３
３
―
１
１
１
１

 

（
内
線
１
３
１
）

•
白
沢
総
合
支
所
　
市
民
福
祉
課

 

☎
４
４
―
２
１
１
４

ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所　秘書広報課へお申し込みください。


